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ＤPＡＴ 被災した精神科病院の復旧支援

ＤPＡＴ先遣隊

災害時における被災地外からの医療・保健に関わるチームの一例 （熊本地震の体制を元に作成）

当該医療機関で対応しきれない
精神疾患患者に対する医療支援等

・災害により地域で対応しきれない
軽症患者の医療
・避難所内の巡回診療

ＪＲＡＴ 被災者に対するリハビリテーション

ＤＭＡＴ
当該医療機関で対応しきれない
重症の救急患者に対する医療支援

ＤＭＡＴ
被災者に対する予防等
の公衆衛生活動

：医療 ：医療行為

：精神 ：健康管理

：保健 ：患者搬送

DMAT

医

医

災害拠点病院

災害拠点精神科病院等

一般病院
有床診療所

無床診療所

救護所

避難所

介護施設
社会福祉施設

自宅
仮設住宅

急性期 （～48時間） 亜急性期 （48時間～1週間） 慢性期 （1週間以降）

ＪＭＡＴ 医

医

ＪＭＡＴ

ＪＭＡＴ 医

AMDA

HuMA

日赤こころのケアチーム 被災者に対する心理社会的支援

日赤
救護班

NHO
救護班

TMAT

国境なき
医師団

知事会
救護班

医

健

在宅医療を必要とする者への医療

健

DPAT

保健師AMAT

入院

医療機能の復帰支援

発災前からの医療の継続

転院搬送支援

健

JCHO
救護班

AMAT

DPAT

転院搬送依頼

参集

※ 日赤、TMAT、NHO、AMAT、JCHOは、
関連病院の診療支援も行う。

医

※救護班の内訳は、「平成28年熊本地震医療救護活動報告書」(平成28年6月4日熊本県医療救護調整本部)を元に作成

・医療機関の被害状況確認
・転院搬送支援

ＪＭＡＴ

健

都道府県保健医療調整本部

保健所

医

AMAT

地域災害医療コーディネーター

都道府県災害医療コーディネーター・災害時小児周産期リエゾン

連携

DMAT

心のケアチーム (都道府県等) 被災者に対するメンタルヘルスケア 健

ＤPＡＴ 精神科治療が必要な被災者の診療、入院調整 医

ＤPＡＴ 精神科治療が必要な被災者の診療、入院調整

心のケアチーム (都道府県等) 被災者に対するメンタルヘルスケア 健

ＤPＡＴ 精神科治療が必要な被災者の診療、入院調整 医

健被災者に対する健康管理保健師等（自治体職員）

保健師等（自治体職員） 健被災者に対する健康管理

医

（自宅・仮設住宅）

発災

災害支援ナース 被災者に対する看護ケア 健

災害支援ナース 被災者に対する看護ケア 健
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